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「仙台市空家等対策計画（第２期）」中間案に関する 

市民意見の概要及び本市の考え方 
 

No. 
最終案 

掲載頁 
ご意見（要旨） 本市の考え方 

１ 全体 高齢の住人も多いことから、今後、空

き家問題が身近なものになってく

る。「啓発活動」や「相談窓口の設置」

はとても重要で行政が中心となるの

は大きな一歩。 

「住まいの終活」ということで、「住

まい」に焦点を当てているが、少子高

齢化が進んでいる今も住宅地が造成

され、住宅が建設されている。解決に

は「住まい」「空き家問題」という特

定のものに対してではなく、市民・消

費者が「終活」そのものに関心を持

ち、行動に移すよう促す外部からの

サポートが必要であり、行政や終活

の専門家が市民・消費者に寄り添う

必要がある。「住まい」に限定せず、

仙台市として「終活」の普及に力を入

れていただけたら幸い。 

仙台が空き家問題やその他、少子高

齢化・人口減少に関わる問題解決に

東北だけではなく、全国の手本にな

ることを願っている。 

第１期計画では、管理不全な空家等

の解消策と空家等の抑制策を対策の

両輪とし、中でも解消策に重点を置

いて各般の取り組みを進めてきまし

た。取り組みをしてもなお、管理不全

な空家等に関する様々な相談が本市

に対して寄せられており、本計画で

は、引き続き適切な管理や除却を促

すとともに、管理不全な状態に陥る

前段階での利活用促進や、空家等に

なる以前からの啓発などの必要があ

るとし新たに具体的な施策を進める

こととしたところです。 

ご意見につきましては、今後の参考

とさせていただきます。 

 

２ 

 

 

P27 

 

地域のまちづくりでの活用を進めて

いく方向は素晴らしいと思う。より

細やかなニーズへの対応が可能とな

る可能性を感じる。 

地域の主体的な取り組みに対する支

援などにつきましても、関係団体や

関係課と協力しながら取り組んでま

いります。 

３ 

 

 

P33 

 

既存住宅の利用に関しては既存住宅

がある町・地域の魅力と不可分なの

では。ハード面だけではない取り組

みが必要に思う。 

本計画では、空家等の未然防止に向

け、既存住宅の利活用を推進するこ

ととしておりますが、様々な利活用

や個々のニーズへの対応などは、そ

の地域のまちづくりにも関連するも

のと考えております。 
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No. 
最終案 

掲載頁 
ご意見（要旨） 本市の考え方 

   ご意見につきましては、関係課と共

有のうえ、今後の参考とさせていた

だきます。 

４ 

 

P40 仙台市内に空家の所有者等が居住し

ている場合は、①～③のような対策

が有効であり、記載されているよう

なきめ細やかな情報提供が重要にな

るものと考える。 

一方、仙台市以外（県外も含め）に空

家の所有者等が居住している場合に

は、やはり仙台市のホームページが

も重要な情報提供のコンテンツと

考えられる。但し、現在の仙台市のホ

ームページでは、空家対策に関する

情報へアクセスすることが非常に難

しいのではないか。アクセスを容易

にする等が必要である。 

ご意見を踏まえ、第４章 方向性１

（１）④に次のとおり追記いたしま

す。 

 

市内の方はもとより、市外居住者な

ど本市に足を運ぶことが難しい方に

も、ホームページの充実などにより

わかりやすい情報発信に努めます。 

５ P43 相談先の拡充について、ファイナン

シャルプランナーを中心に各士業と

の連携をさせて相談者ニーズに対応

を図ることとすべきと考える。 

ファイナンシャルプランナーは、空

き家に関して、直ぐ売るべきか、賃貸

として有効活用すべきかなど、所有

者の属性等によって相当差がある中

で、財産処分のアドバイスを行う立

場では各専門家と連携しながらトー

タルコーディネートを図って提案が

できる。 

これまでも、具体的な空家等の利活

用や課題解決に必要な専門家による

相談体制を整備してきたところです

が、今後、法務・不動産・建築以外の

分野においても必要に応じて適宜連

携できるよう体制強化を進めてまい

りたいと考えております。 

ご意見につきましては、今後の参考

とさせていただきます。 

 

６ P44 新たな関係団体との協力体制の構築

については大変すばらしい。 

具体的には「空き家再生の技能」と、

「空き家活用」が可能な団体と提携

することが望ましいと考える。 

空き家は高齢者、シングルマザーや 

新たな関係団体との協力体制の構築

や、住宅確保要配慮者の居住の安定

確保につながる住宅セーフティネッ

ト制度の促進など、既存住宅等の利

活用について本計画に基づき取り組

んでまいります。 
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No. 
最終案 

掲載頁 
ご意見（要旨） 本市の考え方 

  外国人、生活保護受給者、ペット多頭

飼い、障害者向けの賃貸住宅として

再生し、住宅確保要配慮者への住宅

不足解消の切り札になる。空き家問

題の解消とセットで考えたい。 

 

７ P45 今後の人口減少社会の中でインフラ

維持も考えると、空き家をスクラッ

プとしたうえでの建て替えを優遇し

ていくべきと考える。 

売り手側への優遇ではなく、買い手

側への優遇・金銭的メリットを設け、

利活用を促進すべきと考える。空き

家の税を上げ、それを財源に買い手

への支援を行い、循環させるべきと

考える。 

本市においては、現状、既存住宅の市

場流通が機能しているところであ

り、空家を含めた既存住宅の流通を

促進する各施策を推進してまいりま

す。 

８ P45 

 

 

 

専門団体と協力して、とあるが、専門

団体と「だけ」協力しているのでは変

わらず届かないのではないか。対応

自体には専門性が必要なのは理解で

きるが、多様な入口からのアクセス

が可能であることが必要なのでは。 

ご意見を踏まえ、第４章 方向性４

（１）①の記述を次のとおり修正い

たします。 

 

（略）専門団体や民間事業者をはじ

めとする多様な主体と協力して取り

組みを進めます。 

９ P45 「マイホーム借り上げ制度」は現在、

民業で類似商品が出ている。 ＤＩＹ

賃貸の他、「賃貸契約内容の多様化

策」は有り得る。家電付賃貸住宅の派

生である「ゲーミングＰＣ付賃貸住

宅」など、住宅利用の多様化による空

き家対策促進の検討は民間レベルで

も進んでいる。 

既存住宅等の利活用の促進につい

て、民間事業者の取り組みなども注

視しながら、本計画に基づき取り組

んでまいります。 

 

10 

 

 

 

 

P47 

 

 

 

情報の複雑さと、そうした制度があ

ること自体が必要とする人に届いて

いないという状況に問題があるよう

に思う。情報発信の手段、場所を改め

て検討しても良いのではないか。子 

ご意見を踏まえ、第４章 方向性４

（２）②の記述を次のとおり修正い

たします。 

 

（略）利活用促進に向けた取り組み 
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最終案 
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  育て支援施設（及びそのホームペー

ジ）での情報発信など。 

や情報発信の手法を検討します。 

11 

 

 

 

 

P47 長距離な移動が困難な子育て世帯へ

の支援策や、生活地域での対応が必

要な子ども・若者の居場所づくりな

どにもつなげられないものか。前述

の「町・地域の魅力」とつながる取り

組みだと思う。 

地域が抱える課題は多様であり、

個々の地域課題の解決や地域特性に

応じた対応を、地域や関係団体など

と連携していくことが、魅力的なま

ちづくりを進めるうえでも、重要だ

と考えております。 

ご意見につきましては、魅力的な街

づくりを進めるにあたり、関係課と

共有のうえ、今後の参考とさせてい

ただきます。 

12 

 

 

P49 

 

 

雑草・樹木の繁茂による問題を解消

する取り組みをする個人・団体に賃

料の優遇措置をとるような制度は作

れないものか。 

隣地所有者等が管理不全な空家等に

繁茂する雑草・樹木を伐採等するた

めには所有者等の許可を得る必要が

あります。所有者等において空家等

の適切な管理が行われるよう管理代

行サービス等の案内等を本計画に基

づき取り組んでまいります。 

13 

 

 

P83,84 

 

対応にかかったであろう膨大な時間

と労力を想像した。安心・安全な街の

ため、日々ありがとうございます。 

本市の管理不全な空家等に対する取

り組みにご理解いただきましてあり

がとうございます。引き続き安全安

心な街づくりに取り組んでまいりま

す。 

 

 


